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本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メール

アドレスを教え頂いた会社さんへお送りして

おります。不要の方はお手数ですがメール、

ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さいます

ようお願い申し上げます。 

就業規則診断 

たとえ完璧に作られた就業規則であっても、

法律が変われば不都合が起きる可能性があり

ます。定期的に、出来れば年に一回は見直し

が必要です。弊事務所では、法的視点、第三

者的視点から御社の就業規則を診断します。 
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採用内定の取り消し
採用を決めた者を事情により取り消さなければ

ならないことがあります。今回は、採用内定の取

り消しに関する諸問題を紹介します。 

 採用内定とは  

採用内定とは会社が採用予定者に対して採用す

る意思を明らかにすることです。採用内定の法的

解釈には諸説ありますが、「始期付解約権留保付

労働契約」とする説が有力です。「始期付」と

は、入社時期を明示していること、「解約権留保

付」とは要件を満たせば会社は契約を解約（取り

消し）することができることです。ただし採用内

定も契約ですので会社が一方的に無条件に解約す

ることができる訳ではありません。 

 卒業・資格取得  

学生の新規採用では卒業を入社の条件にするこ

とが多くあります。また、資格が必要な業務では

資格の取得を条件にします。卒業や資格の取得が

入社までにできないときに採用内定を取り消すこ

とは比較的容易に認められています。 

 経歴詐称  

無条件に取り消しできる訳ではありません。詐

称がなければ採用していなかったぐらいの重大な

詐称のときは認められています。 

 犯罪行為  

犯罪行為で会社の信用に傷が付く場合には認め

られる可能性が高まります。ただし更生している

犯罪歴を元に採用内定を取り消すことは特別の事

情がない限り困難です。 

 結婚・妊娠  

男女雇用均等法では結婚の予定や妊娠による差

別を禁止しています。採用試験時に話しがなかっ

たとしても結婚や妊娠を理由とする採用内定取り

消しは認められません。 

 病気・怪我  

採用内定決定後に掛った重篤な病気や怪我で就

業ができなくなったときは、取り消しができるこ

とがあります。単に入社日に欠勤することになっ

たぐらいでは取り消しできません。 

 経営悪化  

経営環境の急激な悪化で社員を増やすことがで

きない、あるいは減らさなければならない事態は

起きえます。悪化が予測不能であれば取り消しは

認められます。そうでないときは、会社としての

責任が問われ損害賠償等の支払いが求められる恐

れがあります。 

 まとめ  

採用内定の取り消しは、取り消される人の一生

を左右することもあり慎重にしなければなりませ

ん。とはいえ事情によっては苦渋の決断として取

り消しをしなければならないときがあります。 

採用内定取り消しのトラブル防止のためには適

正な選考プロセスの構築と共に、内定通知書の整

備が重要です。 

内容通知書には採用内定を取り消す事由を可能

な限り具体的かつ詳細に記載しておくことが有効

です。ただし、結婚・妊娠を事由にするような法

や公序良俗に反するもの、競馬・競輪等のギャン

ブル好きを事由とするような社会通念上相当でな

いものは有効とはなりえません。 

採用内定取り消しは解雇とは違います。ただし

取り消しには労働契約法第１６条の解雇無効の規

定が適用されるとの覚悟と慎重さが必要です。


